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南
中
里
三
丁
目
十
六
番

二
十
七
号

有
限
会
社
ペ
ガ
サ
ス
薬
局

平
成
二
十
九
年

三
月
十
四
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
二
一

愛
さ
ん
さ
ん
訪
問
介
護
石
巻

石
巻
市
大
街
道
南
四
丁
目
六
番

二
十
号

愛
さ
ん
さ
ん
宅
食
株
式
会
社

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
三
八

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ

ン
タ
ー
鹿
島
台

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
内
ノ
浦

八
十
一
番
地

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
三
〇
〇
〇
三
七

ツ
ク
イ
丸
森
大
内

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
神
明
三

十
二

株
式
会
社
ツ
ク
イ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

二　

訪
問
入
浴
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
二
〇
三

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
大

槻
下
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
〇
八
九

松
島
町
社
協
指
定
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
上
山
王

六
丁
目
二
十
七
号

社
会
福
祉
法
人
松
島
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
一
六
四

有
限
会
社
ヘ
ル
シ
ー
メ
デ
ィ
カ

岩
沼
市
土
ケ
崎
二
丁
目
四
番
十

四
号

有
限
会
社
ヘ
ル
シ
ー
メ
デ
ィ

カ

平
成
二
十
九
年

四
月
二
十
日

三　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
九
二
二

通
所
介
護
事
業
所　

リ
ツ
ワ
し

お
が
ま

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
三
十
九

番
五
号

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
日

〇
四
七
三
一
〇
一
〇
七
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
幸
せ
の
輪

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
洞
ヶ
崎

五
番
地

株
式
会
社
ペ
イ
フ
ォ
ワ
ー
ド

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日

四　

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日
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〇
四
八
二
六
〇
〇
〇
三
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
リ

ハ
ビ
リ
ク
ラ
ブ
き
ら
ら

宮
城
郡
利
府
町
青
山
二
丁
目
二

十
三
番
二
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活

リ
ハ
ビ
リ
ク
ラ
ブ
き
ら
ら

平
成
二
十
九
年

四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
〇
一
二

ツ
ク
イ
角
田
北
郷

角
田
市
岡
字
内
川
二
百
三
十
二

番
地

株
式
会
社
ツ
ク
イ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
四
〇
〇
三
二
五

鳴
瀬
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

東
松
島
市
大
塚
字
長
浜
二
百
六

十
九
番
地
の
一

社
会
福
祉
法
人
や
す
ら
ぎ
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
八
五
七

マ
ミ
ー
ホ
ー
ム　

居
宅
介
護
支

援
事
業
所

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
東
浜
四

番
地

有
限
会
社
マ
ミ
ー
ホ
ー
ム

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
三
五
〇
〇
一
四
八

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
お
な

が
わ

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
小
屋

ノ
口
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
六
〇

ペ
ガ
サ
ス
薬
局
介
護
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
南
中
里
三
丁
目
十
六
番

二
十
七
号

有
限
会
社
ペ
ガ
サ
ス
薬
局

平
成
二
十
九
年

三
月
十
四
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
二
一

愛
さ
ん
さ
ん
訪
問
介
護
石
巻

愛
さ
ん
さ
ん
宅
食
株
式
会
社

平
成
二
十
九
年

石
巻
市
大
街
道
南
四
丁
目
六
番

二
十
号

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
三
八

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ

ン
タ
ー
鹿
島
台

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
内
ノ
浦

八
十
一
番
地

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
三
〇
〇
〇
三
七

ツ
ク
イ
丸
森
大
内

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
神
明
三

十
二

株
式
会
社
ツ
ク
イ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
二
〇
三

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
大

槻
下
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
〇
八
九

松
島
町
社
協
指
定
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
上
山
王

六
丁
目
二
十
七
号

社
会
福
祉
法
人
松
島
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
九
二
二

通
所
介
護
事
業
所　

リ
ツ
ワ
し

お
が
ま

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
三
十
九

番
五
号

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
日

〇
四
七
一
三
〇
一
二
三
四

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
若
柳
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

「
ひ
だ
ま
り
の
家
」

栗
原
市
若
柳
川
南
南
大
通
十
番

地
三

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
七
四
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
八
木

栗
原
市
若
柳
川
南
八
木
百
十
三

番
地

有
限
会
社
ケ
ア
ハ
ウ
ス
八
木

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
二
六
一

生
活
リ
ハ
ビ
リ
ク
ラ
ブ
き
ら
ら

宮
城
郡
利
府
町
青
山
二
丁
目
二

十
三
番
二
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活

リ
ハ
ビ
リ
ク
ラ
ブ
き
ら
ら

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
四
〇
〇
六
五
五

る
き
な
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

東
松
島
市
赤
井
字
関
の
内
四
号

二
百
三
十
二
番
地

株
式
会
社
憩
い
の
お
家
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日
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〇
四
七
一
五
〇
一
八
七
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
孫
の
手

大
崎
市
田
尻
小
松
字
土
手
下
九

デ
ィ
ー
プ
ケ
ア
株
式
会
社

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日

十
三
番
地
一

〇
四
七
三
一
〇
〇
九
七
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
わ
が
家

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
新
火
打

二
番
地

株
式
会
社
Ｗ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｙ
Ａ

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日

〇
四
七
三
一
〇
一
〇
七
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
幸
せ
の
輪

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
洞
ヶ
崎

五
番
地

株
式
会
社
ペ
イ
フ
ォ
ワ
ー
ド

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
二
〇
〇
五
二
一

お
も
ち
ゃ
箱
と
め

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
八

幡
一
丁
目
二－

八

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社
ｉ
・

ｎ
・
ｇ

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
一
〇
六
〇

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南

一
丁
目
一
番
十
七
号

同
行
援
護

株
式
会
社
ジ
ャ

パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

平
成
二
十
六
年

九
月
三
十
日

〇
四
一
二
三
〇
〇
〇
一
四

ツ
ク
イ
丸
森
大
内

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字

神
明
三
十
二

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

株
式
会
社
ツ
ク

イ

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
小
原
字
熊
鷹
山
二
の
一
、
二
の
一
三
、
三
の
二
、
五
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考
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石
巻
市
十
八
成
浜
白
浜
無
番
地
先
か
ら

同
市
十
八
成
浜
太
田
山
無
番
地
先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
八
〜

 

一
五
・
八

二
、
一
七
二
・
〇
　

上
記
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

　

Ｂ
　

八
・
三
〜

 

二
五
・
八

四
三
四
・
〇

　

Ａ
　

六
・
八
〜

 

一
五
・
八

二
、
一
七
二
・
〇

後
Ｂ
　

八
・
三
〜

 

二
五
・
八

四
三
四
・
〇

　

Ｃ

一
四
・
八
〜

 

八
八
・
二

二
、
一
二
五
・
〇

　

Ｄ
　

二
・
四
〜

 

二
九
・
二

二
八
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

清
水
浜
志
津
川
港
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
深
田
二
三
一
番

一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
深
田
二
二
六
番
一
地
先

ま
で

前
Ａ

一
九
・
三
〜

 

二
九
・
四

 

一
一
六
・
八
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

一
九
・
三
〜

 

二
九
・
四

 

一
一
六
・
八

　

Ｂ

 

六
・
〇

 

一
〇
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

清
水
浜
志
津

川
港
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
深
田
二
二
四
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
深
田
二
二
八
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

六
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

今
野　

昭

二
級
建
築
士

第
千
五
百
六
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

山
田　

秀
信

二
級
建
築
士

第
千
六
百
二
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

吉
川　

正
次

二
級
建
築
士

第
千
六
百
二
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

今
野　

金
助

二
級
建
築
士

第
千
七
百
五
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

工
藤　

幸
谷

二
級
建
築
士

第
千
七
百
六
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

安
藤　

義
夫

二
級
建
築
士

第
千
七
百
八
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

守　

三
夫

二
級
建
築
士

第
千
八
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

海
老
名　

正

之

二
級
建
築
士

第
千
八
百
二
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

板
橋　

功

二
級
建
築
士

第
千
八
百
五
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

大
久
保　

惠

悦

二
級
建
築
士

第
千
八
百
五
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

鎌
田　

忠
吉

二
級
建
築
士

第
千
八
百
七
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

内
海　

敏
雄

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

桜
井　

勇
一

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

赤
間　

昇

二
級
建
築
士

第
千
九
百
二
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

大
嶋　

幸
彦

二
級
建
築
士

第
千
九
百
二
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

大
内　

長
夫

二
級
建
築
士

第
千
九
百
三
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
藤　

靖
禮

二
級
建
築
士

第
千
九
百
三
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

柏
原　

茂

二
級
建
築
士

第
千
九
百
五
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

庄
子　

健
夫

二
級
建
築
士

第
千
九
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

阿
部　

敬
五

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
七
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

八
木　

甫
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

櫻
井　

孝
衛

二
級
建
築
士

第
三
千
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

加
藤　

功

二
級
建
築
士

第
三
千
二
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

眞
部　

克
久

二
級
建
築
士

第
三
千
二
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

千
葉　

久
孝

二
級
建
築
士

第
三
千
三
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

吉
田　

勝
介

二
級
建
築
士

第
三
千
五
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

加
藤　

康
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

堀
越　

宏

二
級
建
築
士

第
三
千
百
四
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
藤　

孝
次

二
級
建
築
士

第
三
千
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

齋
藤　

隆

二
級
建
築
士

第
三
千
百
七
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

高
橋　

良
一

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

鈴
木　

正
男

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
八
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

阿
部　

粂
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

渡
辺　

國
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
三
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

小
沢　

弘

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
五
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

大
竹　

祐
治

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
六
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

早
坂　

武

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
八
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

齋
藤　

靖
一

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

古
川　

雄
司

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
六
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

中
野　

三
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
藤　

力
生

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
四
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

中
村　

一
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
九
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

武
内　

行
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

高
城　

利
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
六
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

三
浦　

倉
治

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

菅
原　

忠
敬

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

鹿
野　

陽
一

二
級
建
築
士

第
四
千
三
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

伊
藤　

精
一

二
級
建
築
士

第
四
千
百
七
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

内
海　

亮
章

二
級
建
築
士

第
四
千
二
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

菊
田　

和
敏

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

吉
田　

正
義

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
三
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

阿
久
津　

正

三
郎

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

木
村　

徹

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

遠
藤　

勝
正

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
四
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
々
木　

武

則

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

安
住　

栄
寿

郎

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
七
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

鈴
木　

太
千

男

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
藤　

兵
次

郎

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

村
上　

忠
之

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

尾
形　

知
行

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
二
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

武
田　

與
一

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

川
畑　

清
二

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

小
松　

良
一

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

藤
代　

健
次

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
五
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

若
生　

保
男

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

内
海　

明

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
四
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
々
木　

陸

奥
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

佐
野　

松
壽

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
六
月
六

日

高
橋　

照
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
八
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

石
巻
・
気
仙
沼
合
同
庁
舎
総
合
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
定
設
置

業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
政
策
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
三
日

四 　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
イ
ン
テ
ッ
ク
仙
台
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
二
丁
目
十
一
番
地

の
十
号

五　

落
札
金
額　

三
千
八
十
万
五
百
二
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
む
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

 

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
田
高
字
原
五
百
七
十
四
番
一
、
五
百
七
十
五

番
、
五
百
七
十
七
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

 

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社　
　
　
　

 

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
飯
子
一
番
一
の
一
部
、
六
番

一
の
一
部
、
七
番
、
八
番
一
の
一
部
、
九
番
の
一
部
、
十

番
の
一
部
、
十
一
番
の
一
部
、
十
三
番
の
一
部
、
十
四
番

の
一
部
、
二
十
三
番
の
一
部
、
二
十
四
番
の
一
部
、
二
十
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

六
番
、
二
十
七
番
、
二
十
八
番
の
一
部
、
二
十
九
番
一
の

一
部
、
二
十
九
番
三
の
一
部
、
三
十
番
一
の
一
部
、
四
十

八
番
一
の
一
部
、
四
十
八
番
二
の
一
部
、
二
百
五
番
の
一

部
、
二
百
七
番
の
一
部
、
二
百
十
番
の
一
部
、
十
三
番
地

先
の
道
の
一
部
、
十
四
番
地
先
の
道
の
一
部
、
十
番
地
先

の
道
の
一
部
、
九
番
地
先
の
道
の
一
部
、
十
一
番
地
先
の

道
の
一
部
、
同
字
前
綱
十
五
番
の
一
部
、
十
六
番
一
の
一

部
、
十
六
番
二
、
十
八
番
、
十
九
番
の
一
部
、
二
十
番
一
、

二
十
番
三
の
一
部
、
二
十
一
番
一
の
一
部
、
二
十
二
番
一

の
一
部
、
三
十
二
番
の
一
部
、
三
十
三
番

 

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

牡
鹿
郡
女
川
町
塚
浜
字
塚
浜
十
五
番
一
の
一
部
、
十
五

番
二
の
一
部
、
三
十
九
番
一
の
一
部
、
三
十
九
番
二
の
一

部
、
三
十
九
番
三
の
一
部
、
三
十
九
番
四
の
一
部
、
七
十

番
三
の
一
部
、
七
十
二
番
一
の
一
部
、
七
十
二
番
四
の
一

部
、
七
十
二
番
一
地
先
の
道
の
一
部
（
第
二
工
区
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

 

女
川
町　
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